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【暴力団による少年たちへの接近方法と引込みについて】 

 

 

 ここ何年か私が相談を受けたり、刑事事件・少年事件で担当した事件で、暴力団と関係

を持ってしまっていた未成年者の事件が続きました。今回は、暴力団がどのように未成年

者に接近し、事件に巻き込んでいくのかというお話をしたいと思います。 

 

 

 １ Ａくんの事件 

   Ａくんは、自宅から通信制の高校に通っていました。Ａくんのお父さんはバイクが

趣味で、Ａくんもバイクの免許が取れる年齢になると、すぐに免許を取って地元の友

人とも一緒にバイクを走らせたりするようになりました。Ａくんは、高校にきちんと

通っていましたし、バイクの免許を取ってからはアルバイトも始めていて、何の問題

もない生活を送っていました。 

   ところが、少し遅めの時間にＡくんが友人とバイクを走らせたところ、暴力団員に

声を掛けられました。暴力団員は、「俺たちの許可なく何勝手にバイクを走らせてる

んだ」と言ったそうです。因縁としか言いようがありません。暴力団員は、凄んで因

縁をつけつつ、「これからは俺たちが面倒見てやる」と言って「ケツモチ」を買って出

てＡくんたちを懐柔します。そして、「俺たちが付いているから、もっと派手にやって

いい」と煽るようにもなり、気も大きくなったＡくんは、友人たちとバイクを並走さ

せるなどの危険な走行をしてしまい、警察の取締りを受けることになりました。 

 

 

 ２ Ｂくんの事件 

   Ｂくんは、中学を卒業後に専門学校に進学しましたが、最近は少しサボりがちにな

っていました。同じように学校をサボりがちな地元の友人と駅で過ごしていると、地
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元のちょっとヤンチャな先輩と知り合いましたが、その先輩がどうも暴力団関係者の

ようでした。その先輩は、Ｂくんのことを目にかけてくれ、色々話も聞いてくれ、Ｂ

くんにとっては憧れの存在になっていきます。 

   ある日、Ｂくんの憧れになっていた先輩が、お世話になっている人としてある人物

を紹介します。その人は、暴力団員として紹介されます。Ｂくんは、暴力団員と聞い

て怖く感じましたが、憧れの先輩が紹介した人でしたので、逃げることもできません

でした。 

   そのうち、Ｂくんは、暴力団員に直接呼ばれることも増えていき、段々と犯罪への

引込みが始まります。暴力団員は、「未成年のうちは処分が軽い」「少年院なんてみ

んな行っている」などと言って、Ｂくんたちに他人の家に忍び込んで窃盗をするよう

指示するようにもなりました。暴力団員は、Ｂくんたちを車に乗せて移動することま

ではしますが、実行犯はＢくんたちにさせ、自分は車の中に待機し、Ｂくんたちから

盗品を受け取ると報酬も渡さず帰ってしまいます。暴力団関係者が現場に赴かないた

め、暴力団関係者に捜査が及びにくくしようとする、とても狡猾なやり口です。 

   Ｂくんは、その後同じような窃盗事件数件に関わってしまい、警察に逮捕されるこ

とになりました。 

 

 

 ３ Ｃくんの事件 

   Ｃくんも、バイクに乗るのが好きな子でした。ある時、駅の駐輪場に停めていたバ

イクからヘルメットがなくなっていました。ヘルメットを探していると、年齢がＣく

んより少し上くらいの人たちが近づいてきました。その人たちの手にはＣくんのヘル

メットが握られていて、Ｃくんに「これ、君の？返してほしい？」と声を掛けてきま

した。この声を掛けてきた人たちは、暴力団関係者で、ヘルメットを返してほしけれ

ば自分たちの言うことを聞くようにＣくんたちに迫ってきます。ヘルメットを返して

ほしかったＣくんは、声を掛けてきた暴力団関係者の言うことを聞くことにしまし

た。 

   暴力団関係者がＣくんに指示したことは、Ｃくんが暴力団関係者からヘルメットを

奪われたように、駐輪場にあるバイクからヘルメットを奪っておき、戻ってきた持ち

主に因縁をつけて金品を奪う、というものです。これは、「コルク狩り」と呼ばれるも

ので、暴走族の間の抗争で無理やりヘルメットを奪うものに由来するそうです。 

   Ｃくんは、暴力団関係者の指示に従って、「コルク狩り」を繰り返してしまい、警察

に逮捕されてしまいました。 

 

 

 どの事件も未成年者自身が暴力団員や関係者の指示に従わないといけないような事情

は抱えていませんでした。因縁をつけられたり、逃げにくくなるような人間関係に付け込

んで暴力団員や関係者から接近されてしまったものです。未成年者は、まだまだ成長中の

段階ですから、冷静に判断できなかったり、相手の論理に飲み込まれてしまうこともあり

ます。暴力団員や関係者からすれば、その点を分かっていて、未成年者を取り込んでいる



ように見えます。 

 暴力団との関係が深くなってしまうと、暴力団との関係を絶つことも難しくなります

し、未成年者の非行の程度も進んでしまっていることも多いです。未成年者に暴力団との

関係が垣間見えるようなことがありましたら、早期に関係を絶つことが重要ですので、警

察、暴追センター、民暴弁護士にご相談ください。 
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